
品川区ジェンダー平等の推進に関する検討委員会設置要綱 

令和５年５月１日区長決定 要綱第１０５号 

(設置) 

第１条 「（仮称）品川区ジェンダー平等の推進に関する条例」の検討に関する

事項を審議するため、品川区ジェンダー平等の推進に関する検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

(職務) 

第２条 委員会は、区長の諮問に応じ、「（仮称）品川区ジェンダー平等の推進

に関する条例」に関する事項を審議し、その結果を答申する。 

(組織) 

第３条 委員会は、原則として委員１０人以内をもって組織する。 

(委員) 

第４条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 

(1)学識経験者 

(2)区内関係団体を代表する者 

(3)公募区民 

(4)その他区長が認める者 

２ 委員を選任する場合は、性別等の比率に偏りが生じないよう配慮するなど多

様な委員構成となるよう努めるものとする。 

３ 委員の任期は、区長が委嘱した日から区長の諮問に係る答申の日までとする。 

(委員長および副委員長) 

第５条 委員会に委員長および副委員長を置く。 

２ 委員長および副委員長は、委員のうちから区長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

(会議) 

第６条 会議は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決する

ところによる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、会議はテレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとす

る。この場合において、テレビ電話装置等を活用して会議に出席した者は、会

議に出席したものとみなす。 

【資料２】



５ 委員がテレビ電話装置等を活用して会議に参加した場合において、当該委員

が使用するテレビ電話装置等が、音声の送信または受信ができなくなったとき

は、当該委員は、音声の送信または受信ができなくなった時刻から退席したも

のとみなす。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は総務部人権啓発課において処理する。 

(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が別に定める。 

   付 則 

１ この要綱は、令和５年６月１日から適用する。 

２ この要綱は、第２条に基づく区長の諮問事項に係る答申があった日にその

効力を失う。 


